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に対応できずにおり，その再編が課題となってい
る。このようなことから，政府においても「社会保
障・税一体改革」がすすめられているが，長期的な
ビジョンを明確に示すには至っていない。
　ところでこのような課題と正面から向き合うため
には，従前の福祉レジームの内容を明らかにし，そ
のどこがどのように変容を迫られているのかを明ら
かにすることが不可欠となる。わが国においては，

はじめに

　近年，西欧先進資本主義諸国においては，グロー
バリゼーションや「家族」の変容など社会経済の大
きな変化を受け，福祉国家の再編が進行中である。
わが国も例外ではなく，グローバリゼーションや少
子高齢化の中で，これまで人々の生活を保障し，社
会の安定に寄与してきた従前の福祉レジームが十分
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要約：現在わが国においては，グローバリゼーションや少子高齢化の中で，これまで人々の生活を保障して
きた従前の福祉レジームが十分に対応できずにおり，その再編が課題となっている。本稿は，わが国の福祉
レジーム再編の方向性について考察するために，従前の「日本型福祉レジーム」の特徴をまずは明らかにし
てみようというものである。わが国においては，「カイシャ」や「家族」という「見えない社会保障」の存
在が「小さな社会保障」を可能にしたとされてきた。本稿は，このようなわが国福祉レジームの特徴が，「家
族による自足の原理」を「共同体化」という手法によって補完的に緩和するところにあったということを明
らかにし，その「日本的形態」を具体的に詳述するものである。このうち本号では，先行研究を概観すると
ともに，福祉国家の歴史を改めてたどることにより，わが国福祉レジームを分析する上で，「家族による自
足の原理の緩和」という視点が重要であることを明らかにし，その程度と手法を分析する枠組みを示した。
この分析枠組みは，①近代社会（我々の社会）において現実に自助の単位とされてきた「家族」に焦点を当
て，②「家族」の生活維持に不可欠な「生計費獲得」と「ケア」の両面からその生活保障について分析する
枠組を示した点，③「家族による自足の原理」の緩和という概念によって，緩和の主体が政府に限られない
ことを示し，企業や NPO 等による「自足の原理」の緩和も同様に分析できる枠組みを示した点，④「代替
的緩和」「補完的緩和」という視点を示すことにより，「社会保障政策」や「雇用政策」といった政策分野の
垣根を越えて，政策や施策の性格付けを行えるような枠組を示した点，⑤「個人化」と「共同体化」の区別
により，「家族」を単位に分析を出発させながら，ジェンダー意識的な分析を可能にする枠組を示した点，
⑥「共同体化」という，わが国のレジームに特に特徴的な傾向を分析できる枠組を示した点などにおいて，
有益な分析枠組みになっているのではないかと考える。
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り，以後の福祉国家分析に多大な影響を与えた３）。
　エスピン−アンデルセンの所論は注目を集めただ
けに様々な批判も加えられたが，主要な批判は，エ
スピン−アンデルセン自身が『ポスト工業経済の社
会的基礎』４）において整理しているように，二つの流
れにまとめられる。すなわち，三つの類型に当てはま
らない第四の類型があるのではないかという批判と，
ジェンダーの視点が欠けているという批判である。
　第四の類型があるのではないかという論者からの
提起は様々な観点から行われたが，本稿との関係で
は，「賃金稼得者の福祉国家」を提示したキャッス
ルズらの研究５）が重要である。オーストラリアや
ニュージーランドでは，残余的な社会保障が特徴と
なっているが，実際には強力な労働運動を背景に高
い所得水準を実現してきた。雇用の確保や適正な賃
金，賃金格差が少ないことなどが社会保障による所
得保障や再分配の必要性を減じるとする視点，つま
り，労働市場を通じた生活保障が社会保障に代替す
る視点を示した点は，雇用・労働市場が強く福祉国
家を規定するわが国の福祉レジーム分析に重要な示
唆を与えた６）。
　一方，第二の批判は主にフェミニストにより加え
られたものであり，一言で言えば分析にはジェン
ダーの視点が欠けており，類型化に当たっては，
もっとジェンダーの視点が反映されなければならな
いというものであった７）。エスピン−アンデルセン
自身は，福祉国家レジーム論においては国家・市
場・家族の関係が重要だとし，各類型の特徴を示す
際にはジェンダーや家族を強調したが，実際の分類
の指標にはそれを組み込んでいなく，分析は国家と
市場の関係に偏っている８）。また，「脱商品化」や

「階層化」といった指標は，福祉国家の政策がジェ
ンダーによって異なる効果をもつという点を十分に

特に，1990年代以降，権力資源アプローチや福祉国
家レジーム分析により，比較福祉国家研究の分野で

「日本型」福祉レジームの特徴やその要因を明らか
にする研究が大きく進展した。本稿は，このような
先行研究をふまえ，わが国の福祉レジーム再編の方
向性について考察するために，従前の「日本型福祉
レジーム」の特徴をまずは明らかにしてみようとい
うものである。わが国においては，「カイシャ」や

「家族」という「見えない社会保障」の存在が「小
さな社会保障」を可能にしたとされてきた１）。本稿
においては，このようなわが国福祉レジームの特徴
が，「家族による自足の原理」を「共同体化」とい
う手法によって補完的に緩和するところにあったと
いうことを明らかにし，その「日本的形態」を具体
的に詳述する。

１．分析枠組み

（１）�「福祉レジーム論」の展開とわが国の福祉レ
ジーム

「福祉レジーム」論をめぐる議論
　周知のように，エスピン−アンデルセンの『福祉
資本主義の三つの世界』２）は，福祉国家研究にとっ
て一つのエポック・メーキングとなった研究であ
る。「脱商品化」と「階層化」という二つの指標に
よって自由主義，保守主義（コーポラティスト），
社会民主主義という三タイプの福祉国家レジームを
提示したエスピン−アンデルセンのこの著書は，経
済成長とともに各国が収斂していくという世界観に
代えて原理を異にする複数の福祉国家タイプが併存
するというタイポロジーの世界をあざやかに描き出
すとともに，脱工業化とグローバル化のもとでの諸
福祉国家の適応力を分析するためのものとなってお

　  　
１）広井（2006）53頁
２）Esping-Andersen（1990）．
３）埋橋（1997）164頁，宮本（2003）11頁
４）Esping-Andersen（1999）．
５）Castles（1985），Castles and Mitchell（1993），Castles（1996）．
６）参照，埋橋（1997）162頁，宮本（1997）19頁，田端（2003）．
７） Lewis（1992），O’Conner（1993），Orloff（1993），Sainsbury（1994），Sainsbury（1996），O’Conner  et al.（1999），

Sainsbury（1999）．参照，居神（2003），横山（2003）10−14頁，辻（2012）16頁
８）大沢（2007）43頁，Orloff（1993）．Sainsbury（1996） chap. 2.
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スは，『福祉資本主義の三つの世界』の類型論を支
える原則的な分析基軸であった13）。しかし，エスピ
ン−アンデルセン自身が認めるように，分析の中心
は，所得維持のプログラムであり，また，家族には
ほとんど注意が払われていなかった。『ポスト工業
経済の社会的基礎』においては，エスピン−アンデ
ルセンは，「福祉レジームは，国家と市場と家族の
内的因果関係に立つ三極構造という観点から，より
体系的に理解されなければならない」として，家庭
経済に一章をさいている14）。これらのフェミニスト
研究者とエスピン−アンデルセンらのやりとりや家
族をめぐる議論の深まりは，とりわけ「家族主義」
的様相の濃厚なわが国福祉レジーム論にとって大き
な示唆を与えるものであった。

わが国の福祉レジームをめぐる議論
　わが国においてもエスピン−アンデルセンの福祉
国家レジーム論を受けて，日本をそのどこに位置づ
けるのか，どのような特徴を見いだすことができる
のかが検討された。その結果は，まずは，「日本は
典型的なレジーム・タイプではなく，コーポラティ
スとリベラルの両方のタイプの一種の混合タイプ」
であり，さらに，「見方によっては，ソーシャルデ
モクラティッタイプのもう一つの属性も兼ね備えて
いる」というものだった15）。エスピン−アンデルセ
ンも『福祉資本主義の三つの世界』の日本語版の序
文において同様の認識を示している。
　しかし，この「混合タイプ」という分類はわが国
のほとんどの研究者にとって「すわりの悪」いもの
だった16）。福祉国家という制度よりも「会社」と

「家族」に依拠した「企業社会」であったため，わ

考慮していないし，ケアのようなアンペイド・ワー
クをほとんど無視している。このように主張し，
フェミニスト研究者達は，エスピン−アンデルセン
の類型に代わる新たな類型を提案した９）。
　エスピン−アンデルセン自身は，これらを踏ま
え，『ポスト工業経済の社会的基礎』ではジェンダー
の差異の認識が足りず，家族の分析が未熟だったと
認め，新たに「脱家族化」という指標を示した10）。

「脱家族化」は，「家族主義」と対になる概念である。
「家庭こそが家族の福祉の責任を第一に負わなけれ
ばならないと公共政策が想定するようなシステム」
である「家族主義」に対して，「脱家族化」は，「福
祉や介護に関する家族の責任を，福祉国家または市
場の働きを通じて，どの程度まで緩和できるか」に
関するものである。『福祉資本主義の三つの世界』
では所得維持のプログラムに重心を置きすぎたと考
えたエスピン−アンデルセンは11），このような形
で，家族及びケアの問題を福祉レジーム論の中に位
置づけたのである。
　第二にこれと関連して，『ポスト工業経済の社会
的基礎』は，福祉国家レジームではなく「福祉レ
ジーム」という視点を明確にした。同書においては
従来の福祉国家レジームではなく，福祉レジームと
いう言葉が使われているが，それは，福祉レジーム
とは国家，市場，家族が構成するレジームであり，
福祉供給における三者の比重のあり方が，レジーム
の制度構造を決める，という考え方を明確に打ち出
したためであった12）。前述のようにもともとエスピ
ン−アンデルセンは，福祉国家レジームを国家，市
場，家族が組み合わされた独自の仕組みと考えてお
り，民間福祉と公的福祉とのウェルフェア・ミック

　  　
９） Sainsbury（1996）は，これらの新たな類型には二つのタイプのものがあると整理し，それぞれの長短について論じた

上でどちらの視点も重要だとしている。このうち一つは，エスピン−アンデルセンら主流の福祉国家研究の枠組みに，
ジェンダーの視点を組み込んだ Orloff（1993）などの類型であり，もう一つは Lewis（1992），Sainsbury（1994）など
それとは全く異なる枠組みを提案するものである。参照，Sainsbury（1996）．横山（2002）

10）Esping-Andersen（1999）訳第４章
11）Esping-Andersen（1999）訳115頁
12）宮本（2003）14頁
13）Esping-Andersen（1990）訳28頁。Esping-Andersen（1999）訳116頁
14）Esping-Andersen（1999）訳65，73頁
15）埋橋（1997）159−161頁
16）埋橋（1997），宮本（1997，2003），大沢（2007）など
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の軸によって，エスピン−アンデルセンの三類型
（自由主義，社会民主主義，保守主義）24）に加えて，
「脱商品化」が低く「社会的階層化」が高い第四の
類型を導き，これを「家族主義類型」とした。それ
が「家族主義」と名付けられたのは「保守主義以上
に伝統社会の遺制を色濃く持ち，かつ恩顧主義的な
福祉提供が見られる」とともに，この類型がシーロ
フ25）の分類の中で，家族福祉政策が立ち後れ，労
働市場の女性への友好度が低いと位置づけられた国
をほぼカバーしているためである26）。
　これに対し，武川は，「階層化」を「脱商品化」
の下位類型とした上で，「脱商品化」（資本制）に加
えて「脱家父長制化」という指標を用いることで，
福祉国家を四つの類型に分類した27）。ここで「家父
長制」は，「資本制」の下で相互に前提し合ってい
る賃労働と家事労働との関係を規制するメカニズム
であり28），「脱家父長制化」は，福祉国家の社会政
策が「家父長制」的な「近代家族」の再生産と親和
的でなくなっていく過程のことである29）。武川が

「脱商品化」に加えて「脱家父長制化」を重要な指
標とするのは，福祉国家という場において，「資本
制」に関する国家政策と「家父長制」に関する国家
政策が，最も際立った形で交錯するからである。福
祉国家は，一方で労働力の商品化を促進するだけで
なくそれを一部解除し（「脱商品化」），また，「家父

が国においては，雇用・労働市場のあり方が社会保
障政策を強く規定し17），かつ，その間には補完関係
ではなく代替的関係という独特な結びつきが見られ
る18）。また，「福祉レジームとは市場や家族が政府
を代替することを前提とした考え方であ」るはずな
のに「保守主義的な代替構造である家族主義と自由
主義的な代替構造である企業福祉が補強し合いなが
ら強固に併存している」という欧米福祉国家には見
られない状況が存在する19）。これらを分析し，その
論理を明らかにした上で国際比較の類型の中に落と
し込まない限り，わが国の位置づけについての「す
わりの悪さ」は解消されない。このようなことか
ら，わが国の福祉国家研究においては雇用・労働市
場のような「狭義の福祉国家とは呼べない制度領域
に決定的な重みがあるケースをどう扱うのか」が問
われたし20），そのような日本のケースを視野に入れ
た国際比較の軸はどのように設定されるべきか21）

という問題提起が行われたのである22）。
　このような関心から，「日本型」の福祉レジーム
を明確に位置づける新たな類型が模索されてきた。
このようなものとして，エスピン−アンデルセンの
枠組みに「家族主義」を組み込み第四の類型を提示
した新川の研究がある23）。新川は，エスピン−アン
デルセンの「社会的階層化」指標を再検討すること
を通じて，「脱商品化」と「社会的階層化」の二つ

　  　
17） 宮本によれば，日本では，大企業の長期的慣行や，政策的に培養された権説労働市場や零細な流通業の労働市場が，家

族福祉と連動することで，福祉レジームにおける公的福祉の拡大を抑制することになっており，雇用レジームが福祉レ
ジームを強く方向付けている。宮本（2003）15頁

18）埋橋（1997）161頁以下，宮本（1997）21頁以下，宮本（2003），大沢（2007）46頁，伊藤（2010）16頁以下
19）宮本（2003）17頁
20）宮本（2003）12頁
21）埋橋（1997）148頁
22） これらの点については，エスピン−アンデルセン（Esping-andersen1990）が，福祉レジームが雇用（レジーム）を規

定する面については論じているもののその逆については十分に論じていない点（宮本2003），補完関係については論じ
ているが代替関係については論じなかった点（埋橋1997），労働市場規制は独立的に論じられ，福祉レジームとの関連
が必ずしも明らかではない点（三浦2003）などが指摘されている。

23）新川（2005）第２篇第１章
24） 新川によれば，「自由主義」は「脱商品化」が低く「社会的階層化」も低いタイプ，「社会民主主義」は「脱商品化」が

高く「社会的階層化」が低いタイプ，「保守主義」は「脱商品化」が高く「社会的階層化」も高いタイプである
25）Siaroff（1994）．
26）新川（2005）274頁
27）武川（1999）145−160頁。参照，武川（2007）序章
28） 武川（1999）によれば，その下では家事労働に対して賃労働が優位する中で，女性が家事労働に，男性が賃労働に割り

当てられる結果，男性が女性に対して優位に立った社会関係が形成される（148頁）
29）武川（1999）148頁
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する「生活保障」は，わが国においては，雇用レ
ジームにおける雇用保障が，福祉レジームの機能の
一部を代替するという形で実現されてきた。具体的
には，民間大企業における日本的雇用慣行や公共事
業，中小企業保護など，個別企業や職域ごとの男性
稼ぎ主の雇用保障と家族主義が，福祉レジームの機
能の一部を代替し，小さな福祉レジームと連携して
きたと論じたのである。
　以上のように，わが国においては，エスピン−ア
ンデルセンの「西欧モデル」では「折衷型」としか
位置づけられ得なかったその独特の形，つまり，家
族と雇用・労働市場，福祉国家の間の独特の関係
を，雇用レジームや「家父長制」といった分析枠組
みを通して解きほぐす研究が進展・深化していった
といえよう。本稿もこれらの先行研究の成果を踏ま
え，わが国福祉レジームの特徴をより明確にする分
析枠組みを提示する。

（２）歴史から見る福祉国家
　もともと福祉国家は，資本主義の進展に伴い家族
や共同体による生活保障が弱体化する中で，それを
補完・代替するものとして登場したものである。そ
こで本節においては改めてその歴史をたどり，わが
国福祉レジームをよりクリアに分析するために「家
族による自足の原理」という視点が有効であること
を明らかにする。

「近代家族」の登場
　出発点となるのは，最も基礎的な共同体である家
族である。家族は，様々な定義をなされる用語であ
るが，ここではさしあたり，「婚姻にもとづく血縁
によって構成される，夫婦，子どもなどを中心とす

長制」を強化するだけでなく「家父長制」を弱める
働きもする（「脱家父長制化」）。この二つの指標を
用いた類型では，わが国は，「脱商品化」と「脱家
父長制化」の傾向がともに弱い福祉国家と位置づけ
られ，アイルランドなどと同じグループに分類され
る30）。
　一方，大沢31）は，生活が持続的に保障され社会
参加の機会が確保されるためのシステムを「生活保
障システム」32）と呼び，ジェンダーの視点により，

「男性稼ぎ主型」生活保障システム，「両立支援型」
生活保障システム，「市場志向型」生活保障システ
ムの三類型を導き出した。この類型は基本的には，
エスピン−アンデルセンの保守主義，社会民主主
義，自由主義という類型に対応するが，エスピン−
アンデルセンのレジーム論が労働市場規制との関連
を明確せず，またサード・セクターを視野に入れて
いないのに対し，大沢の分析は，ジェンダーの視点
を入れることにより，サード・セクター，雇用・労
働市場も視野に入れる類型化を可能とするものとさ
れる。大沢によれば，日本の生活保障システムは，
ジェンダーの視点を入れることにより，複数類型の
折衷でなく，「男性稼ぎ主型」生活保障システムの
典型に位置づけることができる33）。
　同じく「生活保障」という言葉を使いながら，福
祉レジームと雇用レジームの関係を詳細に論じてき
たのが宮本である34）。宮本は，雇用政策と社会政策
の関係を重視したミシュラ，完全雇用へのコミット
と福祉へのコミットメントを軸に分類を行ったピア
ソン，生産レジーム論を展開したソスキスなどから
示唆を得ながら35），わが国に特徴的な，雇用・労働
市場と福祉国家との関係を論じてきた。宮本によれ
ば，福祉レジームと雇用レジーム36）を二つの柱と

　  　
30）武川（1999）157頁
31）大沢（2007）第２章
32） 「生活保障システム」には，政府による社会政策に加え，家族や企業，コミュニティ，非営利共同などの制度・慣行も

含まれる。また，社会政策は，社会保険や公的扶助からなる社会保障とともに，税制，保育や教育，保健・介護といっ
た社会サービスを含み，さらに雇用政策や労働市場の規制を視野に入れるものである（大沢2007，７頁）

33）大沢（2007）54頁
34）参照，宮本（1997），宮本（1999），宮本（2003），宮本（2008），宮本（2009）など
35）参照，Mishra（1984），Pierson（1991），Sokice（1999）．
36） ここでの福祉レジームは，社会保障や福祉の制度の体系をさし，雇用レジームは，労使関係と雇用保障制度，労働市場

政策，経済政策や産業政策などが，雇用の維持・拡大をめぐってつくりだす連携関係を示すものであり，各国で人々の
雇用の実現とその継続を可能にした制度の体系である（宮本2008）
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て荒々しい，野蛮な時代であり，「人間相互の信頼
関係を支える農村を単位とした封建社会の有機体的
なまとまりもなければ，国家の有機的なまとまりも
存在し」ない中で，個人が緊張の世界にただ一人放
り出される心情が，家族共同体のまとまりを強くし
た。とりわけその傾向はブルジョアジーに強く見ら
れ，「家族は，地縁共同体が流動化するなかで，近
代市民にとってそれが故にこそ解体してはならぬ最
後の心の砦，拠り所とされたのであった」44）。
　資本主義が発展するにつれて，この「独立自足の
生産単位」としての「家族」も次第に変化してい
く。当初，自身の労働力と土地や道具の両方を含ん
でいた「私有財産」は，資本と労働力に分裂し，17
〜18世紀の家内工業においては，家族はその一体性
は保っていたものの，「経済的独立」はもはや保持
していなかった45）。
　次いで，工場制の進展とともに，家族はその経済
的生産機能を失っていく。19世紀までには家族の生
産機能の多くが消滅し，その代わりにブルジョア
ジーは，別の家族理念―産業社会から守られた飛び
地とも言うべき家族の理念―を公式化した46）。
　こうして，「保護と教育の対象として誕生した子
どもを中心として，親子・夫婦が情緒的絆で結ばれ
た，親密で私的で家内的な家族」47）と定義される

「近代家族」が登場する。「近代家族」は，まず，イ
ギリスのブルジョアジー（中産階級）において実現
された。彼らは19世紀初頭頃までには職住の分離を
行い，庭付きの住居を空気のきれいな郊外に建設

る親族の集団」37）と定義して先に進む。家族の範囲
は時代，社会，人々によって変化するもので，それ
ぞれの時代に対応して，様々な形の家族が形作られ
てきた38）。
　まず「近代」以前の状況に目を向けてみると，西
欧では，12世紀には，自給自足的な地縁的農村共同
体〜村〜が農業の経営主体となるような本格的な農
業社会が形成された。これらの共同体は独立的で強
固な相互扶助機構を備えていて，家族はその下に置
かれており，地縁性が血縁性を支配下に置いている
ところにその特徴があった。人々は農民であるまえ
にまず第一に村人だったのである39）。一方，家族内
の関係については，男性家長が一家を統制し，家族
構成員がその支配・指揮の下に置かれるという「伝
統的家父長制」の原理が支配していた40）。
　このような共同体は，14，15世紀以降，人と物の
流動化と商品経済の展開の中で徐々に解体してい
き，16，17世紀頃にはイギリスに，小商品生産を基
盤とする「経済的生産の単位」としての「家族」が
登場する。資本主義のはじまりとともに，ブルジョ
アジーは，封建的束縛や規制から「私有財産」41）を
守るために，市場経済のなかに「独立した経済単位
としての家族」という新しい概念を持ち出したので
ある。この時代，家族は，経済的に独立し，商品を
生産する単位であった42）。
　同時にこの家族は精神的な結びつきを強く持った
共同体でもあった43）。木村によれば，近世から近代
に至るこの時代は，革命と戦争に明け暮れたきわめ

　  　
37）川村（2008）２頁
38）木本（1995）88頁
39）参照，木村（1985）第３章
40）木本（1995）121頁以下
41） ここでは「私有財産」は自分自身の労働力（すなわち「身にそなわった財産」）と，自分が用いる土地ないし道具の両

方の意味でとらえられていた（Zaretsky，1976訳46頁）。
42） Zaretsky（1976）訳34頁，39頁。ザレッキによれば，17世紀のイギリスの有産家族の世帯は，子供や親族ばかりでなく，

奉公人や徒弟，職人まで含む複雑な経済的事業体であった（40頁）。
43）Zaretsky（1976）訳43−44頁　参照，Aries（1960）訳第一部，第三部
44）木村（1985）164−165頁
45）Zaretsky（1976）訳47頁
46） Zaretsky（1976）35−50頁　生産機能の喪失という点では，ブルジョアジーの家族も，労働者家族も同様で，ブルジョ

アジー家族に残されたのは資本家の財産の管理，プロレタリア家族に残されたのは，労働力の再生産のみとなった（35
頁）。

47）井上他（2002）178頁
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が52），産業化に伴って衣食住の維持や管理の多くが
商品化されたことにより53），商品化が最も困難なケ
ア労働が家事労働の重要かつ大きな部分として家庭
に残されることになる。
　こうして「近代家族」の生活は，賃労働と家事労
働という二種類の労働により，主に「生計費獲得」

（による市場からの商品の調達）と「ケア」が十分
に行われることによって維持されることになってい
くのである54）。

資本主義と家族～「家族による自足の原理」
　ところで資本主義にとって不可欠となるのが労働
力の商品化とその再生産であるが，その「再生産」
は基本的には家族の範囲内において行われることが
前提とされていた。「近代家族」を律するのは，経
済的領域における「自助原則」，精神的領域におけ
る「愛情原則」であり55），「近代家族」は，「個別家
族の範囲内で生活と生命の再生産をとりおこない，
社会に向かっては，生活保障機能を自立自助原則の
もとで果たす」ものとされていたのである56）。
　当初はブルジョアジー家族のものであった「近代

し，同時に女性は家業から切り離され，主婦になっ
た48）。次いで，19世紀末から20世紀には，このよう
な家族像が労働者階級にも受容され広がり，理念と
しても実態としても定着していった49）。
　このようにして成立した「近代家族」において
は，主に男性世帯主が賃労働により獲得してきた生
計費によって家族の生存・生活・再生産（以下，「再
生産」という）に必要な商品やサービスを市場から
調達するとともに，「商品」以外の家族の「再生産」
に必要な財やサービスを，女性が生産・供給する

（家事労働）。このように，家族成員の生活は賃労働
（から得られる生計費）と家事労働によって支えら
れることになる。
　ところで，賃労働と家事労働は実体的に区別され
るわけではない。家事労働とは，経済的・社会的・
道徳的な理由等により商品化されなかった労働であ
り，「家事」の具体的内容は，時代，社会，文化等
によって変化する50）。また，個々の家族の事情や状
況によっても異なる51）。家事労働は，大きく炊事や
洗濯などの日常的家事労働と，子どもや高齢者など
の弱者を世話するケア労働に分けることができる

　  　
48） 木本（1995）24頁。なお，上野（1994）によれば，19世紀のブルジョアジーの家族においては，「主婦」は多数の家事

使用人のおかげで家事労働を免れ，自分の子供にかかり切ることのできる母親だった。その後，「近代家族」モデルが
労働者家族に広がっていくなかで，「主婦の大衆化」が起こる。そこでは，主婦は，かつては家事使用人がやっていた
労働を自ら行うことになる（168頁）。

49）木本（1995）24，77頁以下　山田（1994）165頁以下
50）武川（1999）147頁
51） 山田（1994）143以下　山田によれば，家事労働として行われるのか，市場から商品として調達されるのかは，３つの

要素（機能的，感情的，規範的要素）の組み合わせによって決まる。
52） 上野（1986）は，家事労働を，①他人に委ねることができない自分自身の再生産（食べることや排泄することなど），

②他人に委ねることができる自分自身の再生産（自分のための炊事や洗濯），③一人では生きていくことのできない他
人の再生産（子供の生産）に分類し，家事労働の内実は，他人に委ねることのできない再生産労働（①と③）であると
位置づける。その上で，他人に委ねることができない自分自身の再生産労働は，最終的に自分で行うことができるの
で，家事労働の中核に③がくるとした（22頁以下）。

　　 山田（1994）はこれを受け，家事労働を③の「弱者の世話」と①②の「日常的家事」に分けている。「弱者の世話」は，
子どもや老人の世話といった純粋に他人の再生産として行われるものに相当し，日常的家事は，食事の支度や洗濯，買
い物などの，自分の再生産をも含んだ他人の再生産である（149−150頁）。本稿の「ケア」は，山田の「弱者の世話」
に相応する。

53） 副田（2000）によれば，家事労働の商品化は，クリーニングや調理品のようにサービスやモノを商品として家族外で生
産される場合と，家事労働に必要な器具を家庭電化製品に対する商品化がある。両者は相互に関連しつつ市場を拡大し
ている（20頁）。

54） もちろん，家事労働の中には「ケア」以外にも実際の家事労働の上位のレベルにある「日常的家事の管理」のように重
要かつアウトソーシングはかなり難しいものもある（参照，山田1994）が，ここでは主要なものとして「ケア」を中心
に話をすすめる。

55）庄司（1986）133−134頁
56）木本（1995）101頁
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理」を徹底すれば，多くの家族において労働力の再
生産自体が不可能になる。そしてそれ〜労働力の商
品化，再生産〜が円滑に行われなくなることは，資
本主義自体の再生産が困難になることを意味してい
る。このようなことから，「家族による自足の原理」
は様々な形で緩和されることになる。19世紀のはじ
めには，ドイツのクルップ社，フランスのシュネー
デル社など，労働者の福祉事業に取り組む企業も登
場62）し，工場法（1802）をはじめ労働者保護立法
も相次いだ。1880年代には，ドイツで世界最初の社
会保険制度も登場している。
　19世紀から20世紀にかけては，「家族賃金」が社
会通念になっていく点も重要である63）。工業化の初
期段階では労働者家族においては労働能力を有する
家族員が全員就労して家族の生存を支えるのが伝統
であり，理論としても政策としても，男子労働者の
最低賃金が妻の扶養費を含むという観念は18世紀を
通じてなかった。しかし，19世紀を通じて次第に男
性一人の賃金で家族を養うことが理想とされるよう
になり，労働組合運動も賃金交渉の重要な論点とし
て家族賃金をあげるようになっていった64）。実際に
はこれが実現できたのは熟練労働者など労働者家族
の限られた階層ではあったが，1890年代までに熟練
労働者の妻の就労はまれになった。
　さて，家族賃金は，女性を工場労働から排除する
過程で登場していったものであり，性別分業を固定
化し，女性の経済的自立を不可能にし，女性を男性

家族」モデルは，国家による誘導やブルジョアジー
による推奨もあり，労働者階級にも理想的な家族モ
デルとして受け入れられていく57）。その過程で，す
べての階級に「新しいイデオロギーとして」家族中
心モデルが内面化され，私的な自足的制度としての

「ノーマルな」家族像が埋め込まれていった58）。こ
のようにして「近代家族」は「再生産」に必要なも
のについては，それを市場から調達するにせよ，家
庭で生産するにせよ，基本的に家庭で自足すること
が規範化されていく59）。一方で，その裏返しとし
て，近代社会では家族以外の他人の生活には直接責
任を持つ必要がないという規範が支配することにな
る60）。
　このように家族の範囲内で家族の「再生産」に必
要なものを自足することを求める原理を，ここでは

「家族による自足の原理」と呼ぶことにしよう。「家
族による自足の原理」の純粋な形態においては，企
業も国家も個々の家族の生活に顧慮することはく，
労働者は純粋に労働力商品として扱われ，恐慌や不
況による失業や貧困も労働者家族自身が負担すべき
問題ということになる。また子どもの養育や老人の
扶養なども全て家族の責任の下で行われる。
　とはいえ，現実には，構成員も少なく，市場から
必要なものの多くを購入しないと生活を維持できな
い一方で，低賃金や失業，老齢，傷病，多子など
様々なリスクにさらされている「近代家族」は，脆
弱で不安定な存在であり61），「家族による自足の原

　  　
57）山田（1994）83頁以下　木本（1995）76頁以下
58）木本（1995）78頁
59） 具体的には，それは，「誰かが稼いだお金で商品を購入して消費し，誰かが家事労働を行うことによって，家族員全員

の生活の維持を図り，次世代の労働力である「子供」を産み，一人前の大人に育て上げ，日常生活のなかで労働力を回
復させるである。

　　 前述のように，家族成員の生存・生活・再生産は賃労働（から得られる生計費）と家事労働によって，「生計費獲得」（に
よる商品調達）と「ケア」の機能が充足することにより可能になるのであり，そのような意味で，家族と市場は相互依
存関係にある（参照，山田1994，247頁；武川2007，25頁）。

60）山田（1994）44−45頁
61）参照，木本（1995）第５章第３節。山田（1994）58頁
62）参照，橘木（2005）
63） 木本（1995）によれば，家族賃金は，生活給や家族を単位とする賃金形態そのものといった現実の賃金よりも広い概念

であり，男性を家族の扶養者，女性と子どもを被扶養者と想定する特定の家族像−近代的性別分業構造−を前提とする
社会意識の一形態である（62頁）。木本は，この家族賃金が，労働者が「近代家族」モデルを受容していくにあたり大
きな役割を果たしたとする（第３章）。

64） 木本（1995）63−64頁。また，どのような論理で労働者階級に「近代家族モデル」が受け入れられていったかについて
は，参照，木本70頁以下。
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model）とよばれる家族モデルを前提とするもの
だった68）。そこでは社会保障は，主たる稼ぎ手であ
る男性の失業・傷病・老齢退職・死亡などによって
所得が失われ，男性雇用者とその家族の健康な最低
生活を支えるだけの資力を欠くような状態に対し
て，所得の保障をすることであるとされていた。つ
まり，ベヴァリッジ・プランやその影響下で構想さ
れた福祉国家は，家族の「再生産」のために不可欠
な「生計費獲得」と「ケア」のうち，男性が主に
担っていた「生計費獲得」機能が充足されない場合
に備えて，「家族による自足の原理」を部分的に緩
和するものであったといえる。一方，女性が主に
担っていた「ケア」については，家族内で自足され
ることが当然とされた69）。近代産業社会において
は，「ケア労働」を商品化せずに市場の外に隔離し，
それに性別による配当をして主婦という存在を発明
することによって固定するという選択が行われたた
めである70）。

福祉国家の変化
　その後，1960〜1970年代になると，スウェーデン
やデンマークなど，北欧諸国を中心に女性の労働市
場への参加が進むなかで71），高齢者介護や保育など
の公的サービスを拡充し，「ケア」に関して「家族
の自足の原理」を緩和する国がでてきた。また，近
年，日本をはじめ先進諸国では，少子化が進行する
中で「ケア」に関する「自足の原理の緩和」は大き
な課題となっている。「近代家族」がもはや少数派
になり，家族の形が多様化する中で，家族の再生産
機能はますます弱体化し，これまでのように「家族
による自足」を求め続ければ，多くの家族において
労働力の再生産自体が不可能になるからである72）。

稼ぎ主に経済的に従属させる効果をもった65）。しか
し「家族の自足の原理」からみたらどのような意味
をもつだろうか。労働者を純粋な商品とみれば，企
業（労働市場）としては，労働者本人の生産性に応
じた労賃を払えば良いわけであって，それが家族の
生活を維持するに足りるものであるかどうかは関係
ない。また成人＝男性が「自由な個人」であるとし
たら，市場はただこの単身者の身体を再生産するに
足るコストを労賃として支払えば足りたはずであ
る。しかし実際には男性労働者が家族を支えるに足
る賃金が，たとえ最低限度のものではあっても家族
賃金としてとして支払われた。これは上野が指摘す
るように，市場原理からすればノイズにちがいな
い66）。マルクス主義フェミニストは，このように市
場が，「近代家族」のメンテナンスのために払った
費用を称して「ヴィクトリアン・コンプロマイズ」
と呼んだ67）。
　また，救貧施策も，救貧否定の救貧法とも呼ばれ
た新救貧法の世界から，社会権に裏付けられた普遍
的な施策としての社会福祉政策へと変化していく。
このようにして第二次世界大戦後には，社会保障を
備え，積極的に雇用政策を行う福祉国家が登場す
る。

福祉国家と「近代家族」
　ところでここで成立した福祉国家は，「近代家族」
を前提とし，所得保障中心の社会保障を柱としてい
た点が重要である。たとえば，戦後福祉国家の内容
や構想に大きな影響を与えたベヴァリッジ・プラン
は，よく知られているように，男性雇用者が主たる
稼ぎ手となり，女性が家族のケアをする，後に「男
性稼ぎ主家族モデル」（male breadwinner  family 

　  　
65）木本（1995）66頁
66）上野（1990）178頁
67）上野（1990）180頁
68）参照，深澤（2003）序章，大沢（2007）34頁など
69） 参照，武川（2007）26頁。エスピン−アンデルセン（Esping-Andersen1999）も戦後の福祉国家は主として所得移転の

システムであって，家族の介護負担を肩代わりしたわけではないとする（訳90頁）。
70）参照，上野（1986）32頁
71） 背景には高度成長期の労働力不足があった。スウェーデンの場合，深刻化しつつあった労働力不足の解決策として移民

労働力の活用が考えられていたが，労働組合がこれに反対する中で，女性の労働市場参加がすすめられていった 
（Hobson 2003）。

72）参照，Esping-Andersen（2009）
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和も行われるようになる。
　第五に，「家族による自足の原理」を緩和するの
は国家だけではない。企業や地域社会なども様々な
形で，「自足の原理」を緩和する。先に，企業福祉
や家族賃金について述べたが，これらは企業によっ
て「家族による自足の原理」が緩和される一例であ
る。

（３）�福祉レジームと「家族による自足の原理」の
緩和

福祉レジーム論の射程
　そこで，上の点を踏まえた上で，改めて，国家，
企業，家族の三面関係を中心に福祉レジームついて
整理してみることとする。その際，分析の視角は以
下の点に留意したものとなる。
　まず第一に，レジームに着目するということであ
る。一般に，「レジーム」は，中位レベルの体制を
指すもので，複数の社会経済的勢力の連携を背景と
した各国政治経済の持続的なあり方だとされる75）。
従って，「レジーム」について語ると言うことは，
国家と経済の間に体系的に張りめぐらされている法
的組織的な関係を示すことにある76）。本稿において
も，個別の制度や政策ではなく，個別の制度や政策
を通じて，また，国家・市場・家族などの持続的活
動を通じて抽出することのできる，「福祉」をめぐ
る国家と経済社会の間の持続的体系的な関係を分析
の対象とする。
　第二に，ウェルフェア・ミックスの視点である。
かつて，ローズ77）は，社会における福祉の全体量
は，家族による福祉提供，民間市場で販売される福
祉，国家により提供される福祉の総和であるとする
ウェルフェア・ミックスの概念を提示し，国際比較
研究の分野で一種のパラダイム転換をひきおこし
た78）。ローズによれば，それぞれの社会組織は相互
に補完し合っており，この３つの部門で提供される

とはいうものの，エスピン−アンデルセンも指摘す
るように，現実にはほとんどの福祉国家は依然とし
て所得移転に偏っており，家族の福祉負担の事実上
の軽減を目指しているのは一握りの国々だけであ
る73）。

歴史からみる福祉国家
　以上，簡単に歴史をたどってみたが，ここから
は，福祉レジーム分析の前提となる，以下の点を確
認することができる。
　第一に，福祉国家においても基本的には生活の自
助原則を前提に自立が求められているということで
あり，この点は最も「脱商品化」が進んでいるとい
われる社会民主主義諸国においても同じである。
　第二に自助原則が適用される単位が「家族」であ
るということである。産業化の過程では伝統的な共
同体が解体され，「自由な個人」が析出されたはず
であった。しかし，資本主義は「家族」を市場の外
部に予定しており，市場に登場した個人は「自由な
プレイヤー」ではなく，「家族の代理人」である「家
長労働者」であった。析出されたのは，「個人」で
はなく「自由な・孤立した家族」であり，市場と対
峙したのは「個人」ではなく「家族」だったのであ
る74）。
　第三に，本稿では，家族の自立のために必要なも
のを家族に自足するよう求める原理を「家族による
自足の原理」と呼ぶことにしたが，「家族による自
足」は，大きく「生計費獲得」と「ケア」の二つの
面で要請されるということである。
　第四に，福祉国家においては，「家族による自足
の原理」は，「生計費獲得」と「ケア」の機能のそ
れぞれについて緩和される。福祉国家の登場の当初
は，「生計費獲得」に関する「家族による自足の原
理」の緩和が行われた。後に，北欧諸国を中心に

「ケア」についての「家族による自足の原理」の緩

　  　
73）Esping-Andersen（1999）訳91頁
74）上野（1990）180頁
75）宮本（2008）13頁
76）エスピンーアンデルセン（1990）訳２頁
77）Rose（1986）訳 第１章
78）埋橋（1997）13頁
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助」が要請されてきたのは「家族」であり，福祉国
家における生活保障も「家族」が直面するリスクに
対応するものであった。加えて，現在においても，
いずれの福祉国家も「家族」を解体することは考え
ていない。「家族像」は時代によって変化しており，

「近代家族」を基準に社会保障制度には無理が出て
きているが，最小の共同体としての「家族」（世帯）
が生活保障の単位として前提とされる状況は当面は
変わらない。

「家族による自足の原理」の緩和
　前述のように，福祉レジームは，「家族による自
足の原理」を「生計費獲得」と「ケア」の両面で緩
和するものであった。そこで，次に，「家族による
自足の原理」を軸に，「緩和の程度」と「緩和の手
法」の二つの面から福祉レジームを分析する枠組み
を提示することにする。

①「家族による自足の原理」の緩和の程度
　まず，第一に，「家族による自足の原理」をどの
程度緩和するかについて。前述のように「家族によ
る自足」は，「生計費獲得」と「ケア」の両面に求
められるので，「自足の原理」の緩和の程度もこの
両面について見ることで明らかになる。ここで改め
て，その意味を確認しておくと，「家族による自足
の原理」は，家族の「再生産」に必要なものを，家
族の「自己責任」において自足することを求めると
いう原理である。従って「生計費獲得」についての

「自足の原理」とは，家族に，家族の「再生産」に
必要な生計費を家族自身の責任によって獲得するこ
とを求めるという原理であり，「ケア」についての

「自足の原理」とは，家族の「再生産」に必要な
「ケア」を家族の構成員自身の責任で調達すること
を求めるという原理である。これには家族の構成員
自身がサービスを生産する場合と，市場からサービ
スを購入する場合の両方が含まれる。

「代替的緩和」と「補完的緩和」
　歴史的にも明らかなように，純粋な形で「家族に
よる自足の原理」を徹底するレジームは考えにく
く，いずれのレジームにおいてもなんらかの形で

財とサービスの比率が社会におけるウェルフェア・
ミックスを特徴づける。本稿においても，家族，国
家，市場，企業，地域社会や NPO など様々な組織
が，どのような形で補完し合いながら福祉の全体量
を構成しているのかという関係性に着目する。
　第三に，「狭義の福祉レジーム」に視野を限定せ
ず，「生活保障」の視点を重視するということであ
る。ここで「狭義の福祉レジーム」とは，社会保障
政策を中心とする国家福祉と家族，地域社会，企
業，市場，NPO などによって生産・供給される様々
な形の福祉の組み合わせを指すが，前述のように，
これは，雇用・労働市場の状況や政策に大きく規定
されるし，それ以外にも家族をめぐる法制度や政
策，産業政策，地域政策などにも大きく規定され
る。逆に人々の生活の側からみると，「狭義の福祉
レジーム」だけでなく，上記の様々な制度や政策が
相互作用するなかで，一定の条件が満たされること
により，はじめて人々の生活は保障されるのであ
る。本稿では，「狭義の福祉レジーム」にとどまら
ない，上記の様々な制度や政策と「狭義の福祉レ
ジーム」の関係性のパターンを「福祉レジーム」論
の視野に入れる。
　第四に，「基本は家族」，という視点である。この
ことは二つのことを意味している。まず，第一に，
ウェルフェア・ミックスとの関連で。しばしば，福
祉レジームは，国家と市場と家族の間の「福祉」の
分担関係であると言われる。また，ときに，日本の
レジーム分析においては，「家族」と「企業」が「社
会保障」を代替しているという言い方がされること
もある。しかし，歴史をたどってみてきたように，
基本的に「福祉」の機能を果たす第一の主体は「家
族」であって，国家と市場と家族がその機能を均等
に分担している訳ではない。あくまで，家族の自立
を前提に，国家や市場がそのために必要な条件をど
のように補完するのかということが問題になってい
るのである。
　第二の意味は，分析の基礎となるのが「個人」で
はなく「家族」だということである。現在の社会保
障制度では受給資格は基本的には「個人」にある。
また雇用関係の当事者になるのも「個人」である。
にもかかわらず，前節で見たように，歴史的に「自
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と位置づけられるが，代表例としては，公的扶助や
障害年金，老齢年金をあげることができよう。これ
らはいずれも稼得に代えて生計費に見合う額の金銭
を給付するものである。また普遍的な家族手当も生
計費の一部を代替するという点で代替的緩和の例と
してあげることができる。
　一方，雇用を保障し，労働市場を規制する法制度
や政策の多くは「補完的緩和」であるといえる。た
とえば，最低賃金制度は，最低限度の生計費獲得を
可能することによって，また，雇用創出や雇用保蔵
のための諸制度・政策は，雇用を確保することに
よって，それぞれ生計費獲得を可能にする。これら
はいずれも自助を補強し，これによって「生計費獲
得」機能の自足を可能とするもので，「補完的緩和」
と位置づけることができよう。わが国においては国
によって行われる「補完的緩和」の多くは間接的な
ものであるが，食管制度や農家の戸別所得補償制度
のように直接的な「補完的緩和」の例もある。
　次に，「ケア」に関する「補完」と「代替」を区
別するメルクマールは，一言で言えば，「家族（の
自己責任）によるケアをすすめるもの」であるの
か，それとも「家族以外の者によるケアをすすめる
もの」であるのかということである79）。「代替的緩
和」の例としては，公的高齢者介護サービスや公的
保育サービスなどをあげることができる。一方，「補
完的緩和」の例としては，「育児休業制度」をあげ
ることができるだろう。「育児休業制度」は，育児
期間中の家庭での保育を制度的に保障し，家族自身
によるケアを容易にするからである。また家族がケ
アを行った場合に給付される「ケア手当」も家族ケ
アに対して経済的インセンティブを与えるもので

「補完的」緩和に位置づけられる。
　尤も，前述のように，「補完」と「代替」の境界
にはしばしばどちらの意味も持ちうるようなグレー
ゾーンが存在する。また一つの制度が，「生計費獲
得」と「ケア」で，異なる意味を持つこともある。
さらに，時間的スパンをどうとるかで「補完的緩
和」になったり「代替的緩和」になったりすること

「自足の原理」は緩和されている。従って，どの程
度緩和されるのかというその程度が問題となるが，
それを測る上では「補完的緩和」と「代替的緩和」
を区別してみることが有益に思われる。
　ここで，「補完」というのは，家族の自助を補強
することにより「家族による自足」を可能にするこ
とであり，一方，「代替」というのは，「自足」を求
める範囲を縮小し，その部分についてはもはや自足
は求めず，国等が肩代わりすることである。両者は
どちらも「自足の原理」の緩和ではあるが，その持
つ意味は異なる。
　「補完」はあくまで自助によって「家族による自
足」を求めるものであるので，一般的には「補完的
緩和」が支配的なレジームは，「代替的緩和」が支
配的なレジームより「自足」が強く求められるレ
ジーム，つまり「自足の原理」の緩和が小さいレ
ジームといえる。
　実際には「補完」と「代替」の境界にはグレー
ゾーンが広がっていて，その区別は容易でないこと
が多い（後述）。また，一般的には，「補完」は「代
替」よりも「自足」をより強く求めるものであると
いえるが，強力に「補完」が行われれば，実質的に
は「自足の原理」が大きく緩和され「代替的」緩和
と同じような効果を持つことになる。
　しかしそれにもかかわらず，「補完的緩和」と「代
替的緩和」を区別することは，個々の制度やプログ
ラムの性格や，レジームの方向性を分析する上で重
要である。

国による「家族による自足の原理」の緩和
　具体的に，国により，「家族による自足の原理」
の緩和が行われる例をみてみよう。
　「生計費獲得」についての「補完」と「代替」を
区別するメルクマールは，一言で言えば，「仕事を
して食べていけるようにする」のか，「仕事をしな
くても食べていけるようにする」のかということ
だ。「生計費獲得」については，福祉レジーム（社
会保障）における所得保障の多くが「代替的緩和」

　  　
79） 「ケア」についての「代替的緩和」はエスピン−アンデルセンの「脱家族化」に似ているが，「市場」でのサービス購入

は，ケアに関する家族の自己責任を軽減するものではないので「代替的緩和」には含まれない。
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「自足の原理」の緩和が先行した81）。企業も，国と
同様，「生計費獲得」と「ケア」の両面で，「補完的
緩和」と「代替的緩和」を行う。たとえば「生計費
獲得」については，企業福祉（住宅補助や医療補
助），家族賃金，雇用保蔵（不況時にも直ちに解雇
をしない）などが「仕事をして食べていけるように
する」ものであり，「補完的緩和」と位置づけるこ
とができる。
　一方「ケア」に関しては，家族賃金や家族手当は

「妻」の家庭でのケア労働を容易にするという意味
で，「補完的緩和」の例としてあげることができる。
一方，企業が提供する社内保育サービスは，「代替
的緩和」の例である。

地域やNPOなどによる「家族による自足の原理」
の緩和
　加えて，NPO や協同組合，地域における助け合
いなども「家族による自足の原理」を緩和する大き
な部門となる。近年においては，特に，個人・家族
が直面する新しいリスク構造を背景に，非営利・協
同セクターの重要性がますます高まっている状況が
あり，様々なアクターが，「生計費獲得」と「ケア」
の両面で，「家族による自足の原理」を緩和する機
能を果たしている82）。福祉レジームの特徴分析にあ
たっては，これらの動向も踏まえることが必要
だ83）。

　以上のように，「生計費獲得」と「ケア」の両面

もある。
　たとえば，同じ公的扶助でも，普遍的な公的扶助
とワークフェア的性格の強い公的扶助では意味合い
が異なる。前者が「生計費獲得」に関する典型的な

「代替的緩和」と位置づけられるのに対し，後者は
補完的意味合いが強くなる。
　また，「休業給付金付き育児休業」は，「ケア」に
関しては家族自身によるケアにインセンティブを与
える「補完的緩和」である一方，「生計費獲得」に
関しては休業中の所得を保障するもので「代替的緩
和」の意味を持つ。さらに，「育児休業」は，短期
的には「生計費獲得」に関する「代替的緩和」（仕
事をしなくても食べていける）といえるが，より長
期的には，「仕事と家庭」を両立させて「仕事をし
て食べていく」状態を創り出そうというものである
から「補完的緩和」の意味を持つことになる。
　前述の「ケア（育児）手当」もいろいろな意味を
持ちうる制度である。手当が，家族の増員に伴う生
計費の増加に対応して，扶養世帯主である雇用者に
支払われる場合には，「生計費獲得」に関する「自
足の原理」の「補完的緩和」と位置づけられる。一
方，それが，育児を行っているケア担当者（多くは
母親）に支払われる場合には，「ケア」に関する「自
足の原理」の「補完的緩和」となる80）。

企業による「家族の自足の原理」の緩和
　「家族による自足の原理」を緩和するのは，国に
限られない。歴史的には，前述のように企業による

　  　
80） 育児を行っているケア担当者（多くは母親）に支払われる手当は，「生計費獲得」の点からみれば，「代替的緩和」にな

るが，ここでは「原理」を異にする二つの緩和がある点が重要だ。「働いていた母親」が，一時的に仕事を辞めて育児
に従事する場合に支払われる育児手当は休業による機会費用の補償という意味をもつものである。一方，全ての母親
が，ケアを行っていることのみを条件に受給資格を得る場合には，「ケア労働」そのものに対して支払いが行われるこ
とを意味している。セインズベリはこれを，「ケアの原理」による支払いと呼んだ。「ケアの原理」により，「生計費獲得」
についての「自足の原理」の緩和が行われるかどうかはジェンダーの視点からは重要な論点になる。またこのような意
味で，シングル・マザーにどのような手当が行われるかは，ジェンダーの分析では重要な論点となる。参照，
Sainsbury（1996）chap.4. Sainsbury（1999）Introduction. Borchost（2008）．

81） 企業による「家族による自足の原理」の緩和とは，企業が自社の労働者に対して行う「自足の原理」の緩和なので，企
業が商品市場において提供しているサービスは含まない。

82） NPO や社会的協同組合によるサービス提供は「自足の原理」の緩和に含まれるが，企業からサービスを購入する場合
には，それが介護や保育サービスであっても「自足の原理」の緩和には含まれないというのが本稿の立場である。「自
足の原理」は，資本主義の市場原理と対をなすものであるが，NPO や社会的協同組合がサービスを提供する原理が「互
酬」であり，市場主義的な「自足の原理」の緩和にあたる一方で，介護サービスの購入は自己責任による商品の調達そ
のものだからである。

83）各国の比較については，参照，宮本（2007）37頁。
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る「自足の原理」の緩和と呼ぶことにする。「個人
化」による緩和が支配的であるレジームでは，個人
や家族は，「個人化」モデルに適した行動をとるよ
うになる。一方，「共同体化」による緩和が支配的
なレジームでは，個人や家族は，「共同体化」モデ
ルに適した行動をとるようになる。
　これまで見てきたように，もともと福祉国家は，

「近代家族」を前提とし，「家族」を単位に「家族に
よる自足の原理」を，当初は，「生計費獲得」に関
し緩和するものであった。従って，伝統的な福祉国
家による緩和の手法は，「共同体化」による「自足
の原理」の緩和である。
　一方，その後，女性の労働市場への進出を背景
に，北欧を中心にこれとは異なる形の社会政策や雇
用賃金政策がとられるようになる。これに着目し，
1990年代には，福祉国家が前提としてきたモデルを

「 男 性 稼 ぎ 主 家 族 モ デ ル 」（male breadwinner 
family model）と位置づけ，北欧諸国などのモデル
をこれと異なるものとして類型化する研究が相次い
だ。たとえばルイス85）は，いずれの福祉レジーム
もなんらかの形では「男性稼ぎ主モデル」的ではあ
るが，イギリスやアイルランドが強力な「男性稼ぎ
主モデル国家」であるのに対して，フランスは「修
正された男性稼ぎ主モデル国家」，スウェーデンは，

「弱い男性稼ぎ主モデル国家」であると分析した。
　ところで，本稿が直接示唆を受けているのは，セ
インズベリの２つの家族モデル〜「男性稼ぎ主モデ
ル」と「個人モデル」〜を対置した研究である86）。
セインズベリは，社会政策や税制における受給資格
等の点から「男性稼ぎ主モデル」と「個人モデル」
を対置した。セインズベリによれば，厳格な労働分
業に基づく「男性稼ぎ主モデル」（male breadwinner 
model）では，世帯主である夫が妻子を養う義務を
負う一方で，妻は家庭で夫や子供のケアをする義務
を負う。このような労働分業に対応し，社会保障の
給付単位は家族となり，最低賃金も家族賃金を基本

で「家族による自足の原理」の緩和の程度を見るこ
とで，さしあたり，四つの類型を得ることができ
る。すなわち，①「生計費獲得」と「ケア」の両面
で「家族による自足の原理」が強く求められるタイ
プ，②「生計費獲得」と「ケア」の両面で「家族に
よる自足の原理」が大きく緩和されているタイプ，
③「生計費獲得」については「自足の原理」が大き
く緩和されているが「ケア」については「家族によ
る自足の原理」が強く求められるタイプ，④「生計
費獲得」については「自足の原理」が強く求められ
るが，「ケア」については「家族による自足の原理」
を強くは求めないタイプである84）。これは各国の福
祉レジームを比較してみる上では有益な類型なので
はないかと思われる。

②「家族による自足の原理」の緩和の手法
　次に，「自足の原理」の緩和の手法について。こ
の点については，「家族による自足の原理」の緩和
が，「個人」を基準に行われるのか，「共同体として
の家族」を基準に行われるのかという区別が，わが
国レジームの特徴を捉える上では，有益であるよう
に思われる。本稿では前者を「個人化」による「自
足の原理」の緩和と呼び，後者を「共同体化」によ

　  　
84） これまでの先行研究をふまえると，それぞれの類型の典型的な例としては，①アメリカ，②北欧諸国，③ドイツやオラ

ンダなどを挙げることができるだろう。また，④に該当する典型例は見当たらないが，EU 戦略となっている Adult 
Worker Model がこれに該当するのではないかと思われる。

85）Lewis（1992）．
86）Sainsbury（1994）．Sainsbury（1996）．

図１．�「自足の原理の緩和」を基準とした福祉レ
ジームの類型
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自足の原理」を軸に，それがどのように緩和される
のかによってレジームの特徴を明らかにする分析枠
組を示した。この分析枠組は，一見，当たり前のよ
うに見えるが，①近代社会（我々の社会）において
現実に自助の単位とされてきた「家族」に焦点を当
て，②「家族」の生活維持に不可欠な「生計費獲
得」と「ケア」の両面からその生活保障について分
析する枠組を示した点88），③「家族による自足の原
理」の緩和という概念によって，緩和の主体が政府
に限られないことを示し，企業や NPO 等による

「自足の原理」の緩和も同様に分析できる枠組みを
示した点，④「代替的緩和」「補完的緩和」という
視点を示すことにより，「社会保障政策」や「雇用
政策」といった政策分野の垣根を越えて , 政策や施
策の性格付けを行えるような枠組を示した点 , ⑤

「個人化」と「共同体化」の区別により，「家族」を
単位に分析を出発させながら，ジェンダー意識的な
分析を可能にする枠組を示した点，⑥「共同体化」
という，わが国のレジームに特に特徴的な傾向を分
析できる枠組を示した点などにおいて，有益な分析
枠組みになっているのではないかと考える。
　実は，わが国の場合は，「共同化」か「個人化」
かという指標が「家族モデル」にとどまらないとこ
ろに特徴を持つが，そのことも含め，次章以下では
具体的にわが国福祉レジームの様相を見ていくこと
とする。
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